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1．はじめに 
 一般に，情報は活用されてこそ，その価値が発

揮され，さらに付加価値が増進してくる。情報は

無体の財産であることから，特別に規制されてい

ない限り，本来だれでも自由に活用することが可

能である1。ところが，そこに創作という別の作

用が加わると，無地の情報に新たな価値を導き出

すことになる。そうした創作の成果は，情報が本

来有する価値とは別個のものである。そこで，創

作性という知的生産活動の成果に，新たな価値を

認め，社会的に保護法益を認める必要性が生じく

る。近時，この知的財産が多大な経済的価値を有

することが注目されるようになり，社会生活にお

いてもそうした認識は着実に定着しつつある2。

知的財産は，過去からの実績の積み重ねの英知の

結晶を表象するとともに，未来に向けて限りない

可能性を醸し出す源泉としての意義を有している。

それらにつき，幅広く保護法益を見出し，立法化

を推進するという作業も急速に進行してきている

といえよう。その結果として，知的財産が知的財

産権として法体系の中で重要な地位を占めるよう

になると，知的財産権をめぐってこれまであまり

関心が示されず，あるいは注目されてこなかった

新たな問題が浮上してきている。その一つが，責

任財産としての知的財産権の位置付けである3。 

 そうした場合にも，知的財産権の経済的価値に

着目すると，単純な感覚だけで突き進むわけでは

なく，複線的思考を求められるようになる。すな

わち，知的財産権の価値が高揚することに伴い，

その交換価値も高まり，知的財産権を担保として

金融の用に供し，強いては強制執行の対象として

も重要視しようとする考え方である。他方，知的

財産権は，突然に知的創作活動の成果として誕生 
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するのではなく，アイディアからはじまり長い生

成中の過程を経て知的創作活動が結実し，その成

果として日の目を見るものである。そうであれば，

法的に認証されることを視野に入れた生成中の未

成熟な知的財産権については，責任財産として法

体系の中に引き入れるのではなく，その成果が完

成して知的財産権として誕生するまではひとまず

成熟するのをじっと注視することこそが，知的財

産権の有する公共財の育成と保護を図る上で必要

なことではないかという考え方である。 

 また，知的財産権の経済的価値が高まるにつれ，

連携による知的創作活動とりわけ共同開発の傾向

が顕著である。その成果として，特許権の共有と

いう問題が大きな課題となってきている。 

 このように知的財産権につき，特定の債権の満

足を図るために，責任財産としてそれに対し，公

権力に基づき適法に執行できるかが問題になる。

それには，民事上の金銭債権を満足するための民

事執行と公法上の金銭債権を満足するための租税

滞納処分とがある。もっとも，民事上の債権を有

する主体には，私法上の法主体に止まらず，租税

債権の回収を目的とする公法人も含まれる。 

 そこで，本稿においては，生成中の未成熟な知

的財産権である「特許を受ける権利」及びノウハ

ウを中心に，共有特許権の持分をはじめとする知

的財産権を執行対象とする問題につき，民事執行

を中心にしつつ，租税滞納処分としての執行をも

視野に入れて検討することとする。なお，本稿が

対象とする問題に直接関わる裁判例は，公表され

ている限りでは見あたらないようである。 

 

2．知的財産権と執行対象 

 一般に，民事執行において金銭の支払いを目的

とする債権については，執行裁判所の強制競売手

続の開始決定を受けて，不動産，動産等の財産を

差し押さえることによって行われる。どのような

財産についても当然に差し押さえることができる

わけではなく，種々の趣旨に基づき差押えを禁止

することが相当である財産がある。しかし，差押

え禁止財産について，いったん差し押さえた後に

なって，差押えすることは相当でない財産である

として法的措置を執ることは，民事執行が公権力

によって法の定めるところに基づいて他人の財産

の処分権限を剥奪するという強い法律効果を生じ

るので，差押えの対象とされた財産の所有権者は

もとより，社会生活にも混乱を生じさせるおそれ

がある。そこで，こうした混乱を防止する必要が

あることを踏まえて，差押えの対象とすることを

禁止する財産については，あらかじめ法が規定を

設けてその対象を明らかにすることにより（民執

131 条），誤ってこれらの財産を差し押さえ，そ

れによって社会的・法的混乱を生じさせる事態を

事前に防止する措置が講じられている。 

 知的財産権は，創作発明の成果につき保護法益

を認めたものであるという点で，他の財産権とは

異なる特質を有する財産権である。財産権である

という点で，執行の対象となることにつき特別に

問題はない。これに対し，創作発明という一定程

度の時間的継続性を経過した上で，その成果とし

て誕生するものであるという点で他の財産権には

見られない特質がある。 

 

（1）特許権 

 特許権は，特許庁に備える特許原簿に登録する

ことにより発生し（特許法 27 条 1 項 1 号），その

設定，移転，処分の制限は，特許原簿に登録しな

ければ，その効力を生じない（同法 98 条 1 項）。 

 

（2）実用新案権及びその他の権利 

 実用新案権は，特許庁に備える実用新案原簿に
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登録することにより発生し（実用新案法 14 条 1

項・49 条 1 項），その設定，移転，処分の制限は，

特許原簿に登録しなければ，その効力を生じない

（同法 26 条，特許法 98 条 1 項）。 

 意匠権，商標権，回路配置利用権についても，

同様の規定が設けられている（意匠法 36 条，商標

法35条，半導体集積回路配置に関する法律21条）。 

 

（3）著作権 

 著作権は，著作者の著作により当然に発生する。

その移転，処分の制限は，著作権登録原簿に登録

しなければ，第三者に対抗することができない4

（著作権法 77 条・78 条）。 

 これらに対し，特許を受ける権利，ノウハウに

ついては，困難な問題がある。前者は，特許庁に

備える特許原簿に登録していないので，特許権と

して発生してはいないが，特許法は移転すること

ができると規定している（33 条 1 項）。また，後

者は，公表されていないので，執行の対象になり

得るかという問題がある。そこで，項を改めて検

討することとする。 

 

3．「特許を受ける権利」と執行対象 

（1）企業における「特許を受ける権利」の位置

付け 

 創作発明を行った者は，新しく生まれた知見を

特許部に発明として届け出る。その方法は，特許

部に特許出願を要請する申請書に譲渡証を添付し

て提出する。この譲渡証は，発明者が会社に発明

の成果を会社に譲渡する旨の書面である。社員に

よる発明によって特許権を取得した場合は会社に

帰属する旨の社内規則があっても，創作発明を行

った者が会社に特許権を譲渡する意思表示を明確

に記録し保存するために，必ず譲渡証の添付が行

われる。したがって，会社が譲渡証を受け取った

出願前の状態として，「特許を受ける権利」を特

定することは可能である。しかし，これを公示す

る方法はない。 

 企業における創作発明の流れについてみると，

創作発明を行った者から特許部に対し，特許出願

の要請を受けると，特許部は，①ノウハウにすべ

きもの，②特許申請すべきもの，に識別する。①

については，携わった者にとって職務発明（特許

法 35 条）として評価されないという不満を生じる

ので，技能判定書を作成し，出願されたと同様の

報奨対象とする5。②に識別されたものにつき，特

許部は，社内手続を経て特許申請することとなる。

「特許を受ける権利」は，創作発明にはじまり6，

出願して特許権として特許庁に登録されるまでの

状態をいう。特許権として，特許庁に登録される

までの段階でも，IPDL（特許庁特許電子図書館）

で出願からの経過情報（第三者への譲渡を含む）

を調べることは可能である。 

 

（2）「特許を受ける権利」と執行対象 

 一般に，強制執行は，執行文の付与された債務

名義の正本に基づいて実施する（民事執行法 25

条）。金銭の支払い又は船舶若しくは動産の引渡

しを目的とする債権（動産執行の目的となる有価

証券が発行されている債権を除く）に対する強制

執行（債権執行）は，執行裁判所の差押命令によ

り開始する（同 143 条）。不動産，船舶，動産及

び債権その他の財産権に対する強制執行について

は，特別の定めがあるもののほか，債権執行の例

による（167 条 1 項）。特許権に対する強制執行

は，不動産，船舶，動産及び債権その他の財産権

に対する強制執行として，執行対象となり得るも

のである。この点は，異論がない。 

 他方，特許権は，設定の登録により発生する（特

許法 66 条 1 項）。そこで，特許権として特許庁に
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登録されるに至っていない「特許を受ける権利」

が執行対象となり得るかが問題になる。この点に

ついては，かねてから議論があるので，はじめに

これまでの議論を概観することとする。 

 

（ⅰ）「特許を受ける権利」につき執行対象として肯

定する説 

 民事執行法上「特許を受ける権利」につき，差

押えを禁止する規定は存在しない。未公表の発明

又は著作に係る物については，差押えが禁止され

ているが（民事執行法 131 条 12 号），未公表の発

明そのものは動産ではないし，同条は「特許を受

ける権利」を禁止する趣旨とは解せられない。そ

れのみならず，移転することは認められているの

であるから（特許法 33 条 1 項），当然に執行対象

となり得るとする7。もっとも，肯定説の立場にお

いても，具体的方法については見解が示されてな

く，実務の積み重ねによることとし，最終的には

立法的な解決に委ねるべしとする8。 

 

（ⅱ）「特許を受ける権利」につき執行対象として否

定する説  

 民事執行法上「特許を受ける権利」につき，差

押えを禁止する規定は存在しないが，未公表の発

明又は著作に係る物については，差押えが禁止さ

れているので（民事執行法 131 条 12 号），この立

法趣旨照らすと，否定するのが相当である9。特許

法上も質入れが禁止されており（特許法 33 条 2

項），同条を類推し，差押えを禁止すべきである10。

さらに，差押えについて公示方法がない11。「特

許を受ける権利」を保有する者が差押えに反して

出願手続を続行するのを妨げることはできず，差

押え命令に反して権利を処分しても，善意の第三

者に対抗することはできないこと等を理由として

主張する12。また，特許を受ける権利は，強制移

転に適さないから，差押えの対象とすることはで

きないという理由を挙げる見解も見られる13。し

かし，公示方法が設けられていない担保物権も存

在することを考えると，この点を捉えて否定説の

決め手とすることには無理がある。 

 

（ⅲ）特許出願する前後で執行対象の可否を分け

て考える説 

 「特許を受ける権利」につき，特許庁に特許出

願する前は，執行対象として否定するが，特許出

願後は執行対象として肯定する見解がある14。特

許出願前は，その内容が公開されると，新規性を

喪失し，特許を受ける権利を失ってしまう。これ

に対し，出願後は，すでに先願権が確保されてお

り，新規性を喪失する原因ともならないことを理

由とする。そして，差押後の競売，落札等を通じ

て公知となるとする。 

 

（ⅳ）検討 

（a）「特許を受ける権利」と債権執行における

被差押債権の要件について 

 債権執行における被差押債権は，①独立の財産

としての財産的価値を有すること，②第三債務者

が日本の裁判権に服すること，③譲渡することが

できること，④法律上の差押禁止債権でないこと，

の要件を充たさなければならない。これを「特許

を受ける権利」についてみると，執行の目的とし

て，財産的価値を有し，金銭債権の満足を図るこ

とができるし，独立して処分することが可能であ

る。したがって，①の要件を充たしている。②に

ついては，第三債務者が存在しないので関係がな

い。さらに，移転することは認められているので

あるから（特許法 33 条 1 項），この点でも③の要

件を充たしている。④の法律上差押えを直接禁止

する規定は見当たらない。もっとも，特許法上は
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質入れが禁止されており（同条 2 項），同条を類推

し，差押えを禁止すべきであるとする考え方もあ

る。また，民事執行法は，発明又は著作に係る物

で，まだ公表していないものにつき，差押禁止動

産の一つと定めている（131 条 12 号）。 

 そうすると，債権執行における被差押債権の要

件という観点からみると，問題の中心は，「特許を

受ける権利」につき，特許法上，移転することが

認められていること，その反面，質入れが禁止さ

れていること，他方，民事執行法は，発明又は著

作に係る物で，まだ公表していないものにつき，

差押禁止動産とされていることにあるとみられる。

そこで，当面する「特許を受ける権利」に対する

執行の可否という課題にとって，これらの 3 点が

どのように関わってくるか掘り下げて検討するこ

ととする。 

 第一に，「特許を受ける権利」につき，特許法上，

移転することが認められていることは，財産権の

一種であることの現れであることを示している。

その趣旨は，財産権であれば，別段の禁止規定が

ない限り移転することができるのは，当然のこと

であるが，「特許を受ける権利」が公権であると同

時に請求権であることから，まったく規定を設け

ないと，移転ができないのではないかという疑い

を生じるおそれがあるので，注意的に規定したも

のであるとされる15。所管官庁のいうこの趣旨は，

立法当初のものとして意味があるといえる。しか

し，現在的視座において，この規定の趣旨をどの

ように捉えるべきであるかとなると，それはまた

別個のことである16。そうした視点から本条を考

えると，この権利は，発明者が国家に対して公権

である登録請求権を基軸とし，財産権である特許

権の基本を形成する性格を有するので，両者の連

結した基盤の上に，経済的に多様な活用を可能に

することにより，「発明を奨励し，産業の発展に寄

与すること」（特許法 1 条）を目的と位置付けるの

が相当である。そこで，これを機能的側面につい

てみると，第一に，「特許を受ける権利」そのもの

の有する財産的価値に着目して，第三者に譲渡し，

資金の調達に資することである。「技術の担保化」

を先取りしたパイオニア的意義を認めることがで

きよう。第二に，事業会社の従業員が創作発明し

た成果を出願前に持株会社に譲渡し，持株会社が

特許出願し，当初から自社の保有する特許とする

ことである17。第三に，特許出願し登録しなけれ

ば第三者に対抗できないので，特許出願し登録し

易い途を選択することである18。 

 法制上も，このような「特許を受ける権利」が

有する機能を視野に入れた立法上の手当を行って

いると見ることができる。すなわち，立法当初か

らその根拠規定である 33 条とともにその承継に

関する 34 条の規定を一体として設けていたこと

は，上記の諸機能のすべてを取り込んでいたとは

想定できないが，少なくとも第一の機能を考慮し

ていたことは容易に考えられる。こうした傾向は，

最近においても見られることであり，平成 20 年の

特許法一部改正（平成 20 年法律第 16 号）により，

「特許を受ける権利」を有する者に，仮通常実施

権を許諾する権限を認めるに至ったことは，その

顕著な例であると位置付けられる19。このように，

法制上は「特許を受ける権利」を積極的活用する

ことも肯定的に解する要素になり得るといえる。

その反面，執行対象財産としても肯定的に捉える

べき要因になると考えられる。もっとも，そうす

ると，次の課題として執行の対象として特定する

ことは可能か，公示方法がないので，二重譲渡さ

れた場合等における対抗関係はどのように対処す

べきか等の問題が残っている。 

 第二に，「特許を受ける権利」につき，質入れが

禁止されていることである。その趣旨として，債
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務不履行に際し，権利の強制移転を必要となるが，

この権利を毀損することになるので権利の性質上

許されないことにあるとする20。その他，公示方

法がないこと，特許出願中に明細書又は図面を補

正する事態を生じることが珍しくないが，それに

つき質権者の承諾を必要とし，手続上煩瑣である

こと等が指摘されている21。しかし，公示方法が

ないことから直ちに質入れを禁止する必要がある

かは疑問があるし，少なくとも特許出願後につい

てまで質入れを禁止する理由はないとする批判が

有力である22。しかし，この第二の点も，当面す

る課題にとって消極的に作用する要素とはなり得

ないようである。 

 第三に，未公表の発明又は著作に係る物につき，

差押えが禁止されていることである。その趣旨は，

新規の発明，考案等はそれ自体所定の措置を採る

ことにより，特許権，実用新案権等財産権として

保護されるものであり，このような権利としての

保護を与える機会を奪わないように配慮したもの

と考えられるとする23。著作についても，公表さ

れれば特別の措置は要しないものの，同様のこと

がいえる。 

 差押禁止動産の対象とされているものには，

種々多様であり，もともとその趣旨も一様ではな

い24。そこで，未公表の発明又は著作に係る物に

つき，差押えが禁止されている趣旨について考え

ると，創作活動の過程にあり，流動的状況にある

発明者や著作者の作業や思考を差押えによって妨

げることは，知的生産活動を担う者の創作意欲を

減殺するおそれが少なくない。これらは，いずれ

は特許権としてあるいはノウハウとして，さらに

は著作として，その成果がいずれ完成することが

予想される状況を考えると，そうした権利として

生成する機会を保護する必要がある。これらの二

つの事情から民事執行法131条12号の意義を考え

ると，第一義的には知的生産活動を担う当事者の

法益を保護することであり，第二義的には知的生

産活動の成果の誕生という公益的意義を尊重する

ことと解するのが相当である25。しかし，「特許を

受ける権利」は，現象的に見ると，出願後はもと

より，出願前であっても，すでに創作発明の過程

を終えているのである。したがって，たとえそれ

に対して差押えをしたとしても，創作活動の過程

にあり，流動的状況にある発明者や著作者の作業

や思考を差押えによって妨げるおそれはないと見

られる。そうすると，この第三の点も，当面する

課題にとって障害とはなり得ないようである。 

 このように見てくると，債権執行における被差

押債権の要件から導き出された 3 点は，いずれも

「特許を受ける権利」に対する執行を否定する要

素とはなり得ないようである。 

 そこで，この課題を肯定的に捉えた場合の具体

的問題点を抽出し，それらにつき個別に検討する

こととする。 

 

（b）「特許を受ける権利」と執行対象とした場

合の問題点について 

 標記の問題について考えると，第一に，執行対

象として特定することは可能か，第二に，差押え

の効力をどのように考えるか，第三に，公示方法

がないので，二重譲渡された場合等における対抗

関係はどのように対処すべきか等が問題になる。 

 まず，第一に，執行対象として特定について検

討する。債権執行は，債権者の差押命令の申立て

に基づき，裁判所の差押命令によって開始される。

申立てに際しては，差し押さえるべき債権を表示

しなければならない（民事執行規則 21 条 3 号）。

これを差押命令申立書に執行の目的である財産を

表示するときは，差し押さえるべき債権の種類及

び額その他の債権を特定するに足りる事項を明ら
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かにしなければならない（同規則 133 条 2 項）。差

し押さえるべき債権を特定する趣旨は，執行裁判

所がその債権の被差押適格を判断するためであり，

処分禁止及び弁済禁止等の効力が生じる対象を明

らかにし，第三債務者及び債務者が正確に認識で

きるようにするためである。もっとも，「特許を受

ける権利」については第三債務者に該当する者が

存在しないので，債務者の認識に資することにあ

るといえる。 

 そこで，「特許を受ける権利」を差押えの対象と

してどのように特定するかにつき考えると，会社

において創作発明を行った者は，新しく生まれた

知見につき，特許出願を要請する申請書に譲渡証

を添付して法人に提出する。譲渡証は発明者が発

明の成果を会社に譲渡する旨の書面である。たと

え，社員による発明は会社に帰属する旨の社内規

則がすでに設けられていても，必ず行われる方法

であり26，これを裏付ける法的根拠は特許法 33 条

1 項にある。したがって，会社が特許庁に出願す

る前の段階においても，上記申請書と譲渡証によ

って特定することは可能である。さらに，会社が

上記発明の成果につき特許庁に特許出願するには，

願書に所定の事項を記載するとともに，明細書，

特許請求の範囲，必要な図面及び要約書を添付し

なければならない（特許法 36 条 1 項・2 項）。ま

た，特許庁が出願番号を付すとともに，出願公開

されるので（同法 64 条），それらによって特定す

ることが可能である。 

 これに対し，会社に所属しない個人の発明家が

創作発明した場合について考えると，特許庁に特

許出願する前の段階でどのような対処をするかは，

多様であり，一律に断定することは困難である。

本来，個人が掛け替えのない創作発明をしたので

あれば，特許出願し，特許庁が特許登録するまで

は，第三者に模倣されないために，みずから自己

防衛措置を施す必要がある。例えば，公証人に事

実実験公正証書の作成を依頼しておくことが常道

である27。もとより，それは発明者が自己の創作

発明につき先使用権等の事実を証明するための証

拠保全を行うことを目的とするのであるが，そう

した手順を踏んでいる事例については，債権者と

して，その事実実験公正証書によって特定するこ

とは差し支えない。さらに，個人の発明家による

場合も，特許庁に特許出願した後は，先に述べた

会社における取扱いと同様に考えることができる。 

 差押えの対象につき，特定することが可能であ

るとすると，第二に，差押えの効力をどのように

考えるかが問題になる28。以下においては，出願

前の段階を前提として検討する。 

 一般に，差押えにより債務者に対し，差押えに

服する財産について法律上又は事実上の処分を禁

止する効力を生じる。ここにいう処分とは，執行

債権者の債権回収を不当に害する行為をいう。具

体的には権利の移転，担保権の設定等の行為が該

当する。 

 そこで，具体的事例について，出願前と出願後

に分けて検討する。 

 

［事例 1］A が保有する「特許を受ける権利」に

つき，その出願前に，A から B（ライセンシー）

がそのライセンスを受けていたところ（特許法 33

条 1 項），A の債権者 C が A の「特許を受ける権

利」を差押えた場合に，上記 C と B とはどのよう

な関係になるか。 

 この点につき，特許法は，特許出願前における

特許を受ける権利の承継は，その承継人が特許出

願をしなければ，第三者に対抗することができな

いとする（同法 34 条 1 項）。しかし，上記ライセ

ンシーは承継人ではないので，特許出願する権限

はない。他方，「特許を受ける権利」の保有者は，
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すでに差押えを受けており，出願は処分であるの

で，特許出願する権限はない。 

 そうすると，C は差押債権者として差し押さえ

た「特許を受ける権利」につき，この段階で，み

ずからは公示手段をなんら持ち合わせてなく，単

に差し押さえたに止まるので，特許出願すること

もできない（同法 34 条 1 項）。そこで，C はまず

換価手続を採ることを必要とする。 

 「その他の債権」の換価手続は，債権執行の例

によるところ（民事執行法 167 条 1 項），「特許を

受ける権利」については第三者からの取立て（同

155 条），転付命令（同 159 条）は観念できないの

で，裁判所は差押債権者の申立てにより譲渡命令，

売却命令，管理命令その他相当な方法による換価

を命じることになる（同 161 条）。譲渡命令は，差

し押さえた債権を支払に代えて差押債権者に譲渡

する命令である。この点で，転付命令と共通する

が，転付命令では券面額で譲渡されるのに対し，

譲渡命令では執行裁判所の定める価額で譲渡され

る点において異なっている。執行裁判所は，譲渡

命令を発する場合に，必要があると認めるときは，

評価人を選任し，債権の評価を命じることができ

る（民事執行規則 139 条 1 項）。譲渡命令が，転付

命令に準じるものであり，取立てが困難で，券面

額による転付が適当でない債権について利用され

る制度であるから，執行裁判所が譲渡価額を定め

るに当たっては，特に評価が適正であることを要

する趣旨による29。売却命令は，執行裁判所の定

める方法によって，差し押さえた債権の売却を執

行官に命じるものである。しかし，「特許を受ける

権利」については，執行裁判所がその権利の売却

見込額を把握することが必要であり，さらに無剰

余換価禁止原則が採用されているので（同規則

141 条），売却は必ずしも容易ではなく，現実性に

乏しいといえよう。さらに，管理命令は，被差押

債権が継続的給付を目的とするものであるときに，

管理人を選任して，その債権の管理に当たらせる

ものであり，手続が煩雑であるので，当面するこ

の場合には，不適切である。また，換価方法を考

えるに当たっては，執行対象財産の有する価値を

可能なかぎり損なわない考慮をすることが重要で

ある。 

 このように見てくると，譲渡命令によるのが妥

当である。そこで，差押債権者は裁判所から譲渡

命令を受け，「特許を受ける権利」を取得し，それ

に基づき特許出願し，それによってはじめて第三

者対抗要件を具備したことになり（特許法 34 条 1

項），特許庁の審査を経て設定登録を受け（同法

68 条 1 項），特許権を取得するという手続を採る

のが相当である30。 

 それでは，上記ライセンシーB が自己の立場を

法的に保護する方策はまったくないのであろうか。

まず，B は A から「特許を受ける権利」につきラ

イセンスを受けるに際し，特許権ではないという

点で，不確実性があることを認識し，少なくとも

正当にライセンス契約を締結したことを証明する

措置を講ずる必要がある。例えば，ライセンス契

約を公正証書によって行うことである。それによ

って，当該契約が行われたという事実及びそれが

何時行われたという事実は証明することが可能で

ある。しかし，C が，A から B に「特許を受ける

権利」のライセンスがなされた事実を知っていな

がら，A の「特許を受ける権利」を差し押さえた

ことにつき，B は C の法的責任を追及できるかと

いうとそれは困難である。さらに，A は上記の権

利につき出願段階に至っていないので，C が仮通

常実施権を有するものとして法的保護を受ける余

地もない。結局，現行法の下で C の地位を法的に

保護することは困難である。 

 つぎに，出願後の段階について検討する。 
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［事例 2］A が保有する「特許を受ける権利」に

つき，その出願後に，A から B（ライセンシー）

がそのライセンスを受けていたところ（特許法 33

条 1 項），A の債権者 C が A の「特許を受ける権

利」を差押えた場合に，上記 C と B とはどのよう

な関係になるか。 

 特許出願後に，「特許を受ける権利」を差し押さ

えた場合は，特許庁をその第三債務者に準じるも

のと位置付けられるので，裁判所は特許庁に差押

命令を送達し，特許庁は職権で出願公開公報にそ

の旨を記載することによるとするのが相当である31。

しかし，それだけでは，C は特許出願することは

できないので，特許出願して優先権を主張するこ

ともできない（同法 41 条 1 項）。 

 他方，特許出願段階に，A から B がライセンス

を受けることにより，B は，A により仮通常実施

権の許諾を受け（同法 34 条の 3），これを特許庁

に備える特許原簿に登録することにより（同法 27

条 1 項 4 号），効力を生じるとともに（同法 34 条

の 5 第 1 項），第三者に対する対抗要件を取得する

（同法 34 条の 5 第 2 項）。その結果，B は特許出

願して特許登録をめざすことはできないが，仮通

常実施権者として，C による差押えにかかわらず，

その権利を行使することができる。C の差押えは，

法的に無意味なものにしか過ぎないことになる。 

 このように見てくると，「特許を受ける権利」を

差し押さえることは法的に可能であると解するの

が相当であるが，有効に強制執行の実を上げるこ

とは困難であり，それには今後の法的整備を必要

とする。 

 

4．ノウハウと執行対象 

（1）企業におけるノウハウの位置付け 

 ノウハウという無形財産と執行適格を考えるに

は，企業においてノウハウがどのように位置付け

られるかという点につき明らかにした上で，法的

な検討を進めることが必要である。そうした事前

の作業をすることなく，単に法的理論構成を当て

はめるだけであっては適切かつ公正で機能的な執

行を実現することは困難である32。 

（ⅰ） わが国の企業におけるノウハウの原点は，

地場産業における伝統産業に古くから存在する奥

義秘伝である。当主が保有し，その後継者だけに

伝承させ，秘伝として代々後世に引き継いで行く

という伝統である。その伝統産業にとって最も重

要なものであるので，主だけが保有し，その時々

の主だけに伝承させることこそ，奥義秘伝として

第三者に絶対に知られることなく，継承すること

が可能であるという発想に由来するものである。

しかし，単に秘芸として秘匿しておくだけでは事

業戦略に活かすことができない33。 

 さらに，ノウハウを事業戦略に活かすための方

策を講じる必要がある。それには，最高幹部だけ

がアクセスできるのでは，事業戦略に活かすこと

はできない。ノウハウは，従業員にも開示され，

全従業員の共有財産となってはじめて，事業戦略

のための手段としての活路が開かれてくる。その

上で，ノウハウが有効に活用されることにより，

事業戦略の中核としての地位を占めることができ

る。 

（ⅱ） 企業におけるノウハウには，①日常業務

において事務処理の効率化を図るための情報，②

商品の開発研究，製造，生産，品質管理，営業に

関する情報に大別される。①は，事務管理に関す

る情報であり，②は事業戦略に関する情報である

といえる。ノウハウとして，財産価値が重要視さ

れるのは，後者である。 

 ノウハウは個人のためではなく，企業のために

存在するのであるから，企業として有効に活用す

ることが重要である。そうした観点から，ノウハ
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ウの保管形態は一様ではなく，大別して 3 通りあ

る。 

 第 1 に，ノウハウは，通常文書化される。とり

わけ，技術ノウハウはそうした保管方法が採られ

る。その場合に，ノウハウの一部をマニュアル化

して従業員に提示し，日常の業務に活用すること

に努める。ノウハウが文書化された場合に，ノウ

ハウは，特許部の管理下にはなく，コンプライア

ンス関係部門の管理下に置かれるようである。 

 第 2 に，データベースとして保管し，セキュリ

ティを施して，社内限りの情報として管理されて

いる。ノウハウは，誰に対し，どういう方法で閲

覧を可能にするかが重要なことである。その趣旨

は，情報を社員が共有し，作業の効率化を図るこ

とに努めることとされている。そのため，検索シ

ステムが構築されていて，アクセス権限は正規社

員に限定され，ID とパスワードが各人に与えられ，

キーワードによって検索する。その結果，いつ，

だれが，どの端末から検索したかが，記録として

残される。ID とパスワードは，周期的に変更され，

社内のコンプライアンス部門によって定期的に検

索状況が検査され，情報の漏洩の防止に努めてい

る。 

 第 3 に，コンピュータ保存という方法である。

製造業においては，設計のコンピュータ化によっ

て，その成果が自動的にコンピュータに保存され

ている。製造についても，同様のことがいえる。

その際に，なんらかの整理がなされていると見込

まれるが，それがテータベースといえるかは必ず

しも断定することはできない。 

 

（2）ノウハウに対する差押え 

 一般に，ノウハウは，譲渡することは可能であ

り，現実に譲渡したり，ライセンスすることは少

なくない。しかし，ノウハウだけを譲渡したり，

ライセンスすることは，むしろ稀のようであり，

通常は特許権とともに，その基盤を形成する又は

それに付随するノウハウを一括して譲渡し，又は

ライセンスする。いずれの場合にも，それまでの

保管形態に関わりなく，譲渡またはライセンスの

対象となるノウハウを特定するために，一旦文書

化した上で行われている。 

 ノウハウの保管形態が多様であることから，そ

れを特定することは極めて困難である。しかし，

ノウハウを保有している状態がそれを特定する方

法であると見るのが相当である。そこで，先に，

（1）で述べた保管形態に即して考える必要がある34。 

 第 1 に，文書化されている場合である。この場

合は，その文書を差し押さえることになるが，ど

のように特定することが可能であるかは必ずしも

容易ではない。もっとも，特許権とノウハウを一

体としてライセンスする場合には，いずれも文書

化された上で，その対象を特定するので，それら

を記載した文書を一括して差し押さえることにな

る。この場合に，特許権と一体となることにより，

かえってノウハウを特定し易くなると見ることも

できる。 

 第 2 に，データベースとして保管されている場

合である。データベース化されている情報を差し

押さえることは，その対象をどのように特定する

かという内在的な厳しい制約がある。これは，む

しろつぎの第 3 の場合に吸収されるといえよう。 

 第 3 に，コンピュータ保存の場合である。ノウ

ハウを差し押さえようとしても，情報がコンピュ

ータに内蔵されているとは限らない。物理的には

そこにあるとは限らず，クラウド・コンピューテ

ィングに保管されているとみられる35。社内のデ

ータセンターに集中管理されていることもある。

いわば社内クラウドというべきものである。最近

では，災害対策の観点から，日本国内の複数箇所
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に同じ情報を保管することが行われている36。そ

の場合，①端末を差し押さえてもそこにはない。

②一つを差し押さえても，他にも存在するという

事態になる。しかし，多国籍企業であると，社内

に保管されているといっても，日本国内のクラウ

ドにあるとは限らず，外国のクラウドに保管され

ている公算が高い。 

 いずれの場合も，特許出願していない発明を譲

渡することは，対抗要件を備えることができない

という大きな制約がある37。 

 

5．知的財産権と租税滞納処分としての

執行 

（1）知的財産権に対する差押え 

 租税滞納処分として，知的財産権に対して執行

することは，国税徴収法も予定するところであり，

第三債務者等のある場合とない場合に分けて，規

定を設けている。前者につき，国税徴収法 73 条，

後者につき，同法 74 条がそれである。知的財産権

のうち，第三債務者又はこれに準じる者がないも

のとしては，特許権をはじめ，実用新案権，意匠

権，商標権，育成者権（種苗法 2 条・20 条），回

路配置利用権（半導体集積回路の回路配置に関す

る法律 2 条），著作権，源泉権がある38。第三債務

者又はこれに準じる者がないので，その差押えの

効力は，差押書が滞納者に送達された時に生じる

とする（国税徴収法 72 条 2 項）。税務署長は，こ

れらの知的財産権（無体財産権）でその権利の移

転につき登記を要するものを差し押さえたときは，

差押えの登記を関係機関に嘱託しなければならな

いとされている（同条 3 項）。その差押えの登記が

差押書の送達前にされた場合には，差押の効力は

その差押えの登記がされた時に差押えの効力を生

じる（同条 4 項）。したがって，差押えの登記が前

記同条 2 項に優先することになる39。特許権，実

用新案権その他の権利でその処分の制限につき登

記をしなければ効力が生じないものとされている

ものの差押えの効力は，差押えの登記がされた時

に生じる（同条 5 項）。 

 差押財産を換価するときは，税務署長は，公売

に付さなければならず，その公売は，入札又はせ

り売りの方法によらなければならない（同法 94

条）。その際に，税務署長は，購買財産の見積価額

を決定しなければならない（同法 98 条前段）。こ

の場合に，必要と認めるときは，鑑定人にその評

価を委託し，その評価額を参考にすることができ

る（同法 98 条後段）。 

 しかし，差し押さえた財産につき，それを取り

立てることが困難な時があり得る。この点につき，

強制執行手続では，差し押さえた財産につき取り

立てが困難であるときは，裁判所は差押債権者の

申立てにより譲渡命令，売却命令，管理命令その

他相当な方法による換価を命じることができると

されている（民事執行法 161 条）。特許を受ける権

利をはじめ，特許権については，民事執行手続に

おいても，一般的な換価手続のうちの競売をはじ

め，売却命令，管理命令は，馴染まない性格を有

している。そこで，譲渡命令によるとするのが一

般的な考え方である。この点は，租税徴収手続に

おいても，同様のことがいえる。ところが，租税

徴収手続においては，差し押さえた財産の換価手

続につき，対象とする財産の属性に応じて適切に

対処するための換価手続に関する法整備が必ずし

も十分とはいえない40。租税徴収手続の執行の最

前線において，知的財産権に対する執行の必要性

が認識されながら，一歩を踏み出すことがなかな

か困難であるという背景には，こうした事情があ

るように思われる。 
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（2）「特許を受ける権利」及びノウハウについて 

 国税庁関係者は，本稿において，検討対象とす

る「特許を受ける権利」について，移転すること

ができることを理由に（特許法 33 条），差押えが

できるとする41。また，発明又は著作に係るもの

で，まだ公表していないものについては，差押禁

止財産と定めている（国税徴収法 75条 1項 11号）。

その趣旨は，創作を保護することにあるとされ，

民事執行法の同様の規定と同じ趣旨に位置付けら

れている42。 

 しかし，先に（1）において述べたように，これ

らを差押え対象とするには，法的環境基盤の整備

が用意されていない。そのため，租税徴収に携わ

る担当者は，責任財産の探索に努めているにも拘

わらず，これらの財産に対して現実に執行した事

例を殆ど経験しない状況になっているようである。 

 

6．おわりに 

 知的財産権の経済的価値が社会的に認識される

につれ，知的財産権の価値を積極的に尊重し，一

層の活用を模索しようとする思考と，知的財産権

を責任財産としての意義を位置付け，債権回収の

糧として活用しようという思考とが交錯するよう

になる。前者については，これまでも，社会的に

多方面において精力的に検討され，その成果は著

しく深化されてきているが，後者については，い

まだ未開拓の状況にある。これは，民事法上の金

銭債権の回収においてはもとより，公法上の租税

債権の回収においても同様の課題である。 

 立法が当初想定していなかった事態が発生する

のは，社会の発展に伴い必然的な現象である。そ

うした事態に直面して，立法の空白として問題の

解決を先送りすることは，民事司法の在り方とし

てあまり好ましいことではないし，賢明な対応と

もいえない。こうした場合には，現行法規の枠内

でどこまで対応することができるか多角的な視点

から検討し，前向きな措置を講じる必要がある。

強制執行手続と租税滞納処分手続を比較対照しつ

つ，公権力に基づく市民の財産に対する強制的な

介入行為であるという点で，共通性を認識しつつ，

それぞれの目的に即した対応措置を検討すること

が必要である。 

 このような観点から見ると，生成中の創作発明

につき，法的環境基盤を整備することが，極めて

重要である。特許庁に特許出願し，特許登録され

てはじめて，法的財産的価値が生じるのではなく，

創作発明につき所用の手続過程を経由しながら，

特許権として結実するのである。しかし，特許権

として登録されたものだけが，創作発明の成果で

あるというわけではない。生成中の創作発明の有

する責任財産としての積極・消極的両方の価値を

前向きに捉えることにより，強制執行という権利

の実行と担保権設定という知的財産マネジメント

の拡充に資することとなろう43。 

 本稿が，そのための一助となれば，幸いこれに

優るものはない。 

 

 

注） 
 

1  「情報の非排他性」といわれる知的財産を考える基本

となるものである。この点を最も的確に指摘するもの

として，中山信弘「情報の流通と著作権」本間崇先生

還暦記念『知的財産権の現代的課題』（信山社・平成7
年）210頁，同「財産的情報における保護制度の現状と

将来」『岩波講座現代の法10・情報と法』（岩波書店・

平成9年）267頁。 
2  情報を経済学の視点から考察した優れたものとして，

松村良之「財としての情報とその法的保護―『法と経

済学』からのアプローチ」田村善之編『情報・秩序・

ネットワーク』（北大法学部ライブラリー3）（北海道

大学図書刊行会・平成11年）3頁。 
3  玉井克哉「責任財産としての発明」金融研究15巻3号（日

本銀行金融研究所・平成8年）104頁は，この点につき

幅広く論述する。 
4  知的財産権に対する強制執行の先駆的な業績として，

菊井維大「無体財産権の差押性」立教法学1号（昭和35
年）47頁がある。実質的には，Hubmann, Zwangsvoll- 
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streckung in Persönlichkeits- und Immaterialgüterechte, in 
Festschrift für Heinrich Lehmann (1956) S.812 の紹介であ

るが，この分野につきはじめて開拓した意義は少なく

ないと認識する。さらに，著作権に対する強制執行に

ついては，詳細にして貴重な研究がある。栗田隆「著

作権に対する強制執行（1）（2）（3・完）」金融法務

事情1459号（平成8年）15頁，1461号38頁，1463号25頁，

同「著作権に対する金銭執行―比較法的考察―」『知

的財産の法的保護』（関西大学法学研究所研究叢書第

15冊・平成9年）239頁。 
5  ノウハウのうち技術ノウハウは，現場の技術者の技能

として誕生する。もっとも，技術ノウハウは，確かに

貴重な財産ではあるが，特定の状況下においてはじめ

て意義を有する性格のものであるので，共有財産には

なりにくいという性質を秘めている。 
6  もっとも，創作発明の出発点は創作時点であるが，こ

れを客観的かつ明確に捉えることは，困難であるし，

たとえ可能であったとしても，どれほどの意義がある

かは疑問である。こうした背景を踏まえ，未完成発明

につき，幅広い視点から検討する特許庁審査官による

つぎの論攷は，もとより個人的見解に基づくものであ

るとはいえ，興味深いものがある。岡田吉美「未完成

発明，引用発明の適格性，発明の容易性についての考

察（上）（下）」パテント60巻5号（平成19年）50頁，

8号89頁参照。 
7  安倉孝弘「その他の財産権に対する執行」大石忠生=岡

田潤=黒田直行編『裁判実務大系7・民事執行訴訟法』

（青林書院・昭和61年）442頁，中山信弘『工業所有権

法・上特許法第2版』（弘文堂・平成10年）165頁，阿

部史「発明と執行の法的問題―『未公表発明と動産執

行』と『特許を受ける権利の執行』をめぐって―」慶

應義塾大学大学院法学研究科論文集46号（平成17年）1
頁・22頁～24頁。 

8  中山・注3前掲書165頁・166頁。解決すべき問題点が

あることを認めつつ，弁護士の立場から肯定説を支持

するものとして，高安秀明「特許を受ける権利の強制

執行」日本弁理士会中央知的財産研究所「『特許を受

ける権利』に関する研究」研究報告第13号（平成16年）

82頁。裁判官の立場から肯定説を支持するものとして，

高野輝久「知的財産権に対する執行手続」判タ786号（平

成4年）21頁〔東京地裁債権執行等手続研究会編著『債

権執行の諸問題』（判例タイムズ社・平成5年）448頁〕，

東京地方裁判所民事執行センター実務研究会編著『民

事執行の実務【第3版】債権執行編・下』（金融財政事

情研究会・平成24年）207頁。その他，清永利亮=安倉

孝弘=塩月秀平=小松一雄『工業所有権関係民事事件の

処理に関する諸問題』（司法研究報告書41輯1号）（法

曹会・平成7年）295頁も，理由は付されていないが結

論において肯定する。 
9  飯島久雄［判例評釈］ジュリスト197号（昭和35年）84

頁，豊崎光衛『工業所有権法〔新版増補〕』（有斐閣・

昭和55年）140頁，岡本栄太郎「特許を受ける権利」徳

山大学論叢14号（昭和55年）19頁，香川保一監修『注

釈民事執行法7』（きんざい・平成元年）33頁注28〔三

村量一〕。 
10 豊崎・注9前掲書140頁。 
 

 

11 飯島・注9前掲85頁。 
12 豊崎・注9前掲書140頁。 
13 兼子一=染野義信『特許・商標―新装版―』（青林書院

新社・昭和39年）25頁。 
14 このような折衷説が成り立つ余地があると指摘するも

のとして，飯島・注9前掲84頁，安倉・注7前掲書443
頁参照。もっとも，安倉判事は，基本的に肯定説を，

飯島氏は否定説の立場を支持する。 
15 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第

19版〕』（発明協会・平成24年）97頁。ちなみに，特

許庁のこの考え方は，同書の初版（昭和34年）から一

貫しており，変わっていない。 
16 法解釈に際しては，第一に，立法者意思を探究するこ

とが必要である。どのような法規，条項も，特定の制

定目的があってはじめて制定されるものである。した

がって，特定の条項の解釈が問われる場合には，立法

者の意思を探究することは，最も基本的な作業である。

そこで，ここにいう「立法者意思」とは，どのような

意味内容をいうかが問題になる。その場合に，立法者

とは，第一義的には，国会審議である。第二義的には，

法案を国会に提出する前の段階の審議会等でこれに参

画した者である。その場合に，特に内閣提出法案につ

いては，その法案の所管官庁において立法作業に従事

した者をもって，立法者ということが少なくない。し

かし，そうした者は，あくまでも立法事務担当者であ

って立法者ではないのであり，これをもって立法者と

いうことは誤っている。第三として，当該法令の所管

官庁がどのような意図で立案した法令であるかという

ことを探究することは重要なことである。その際には，

前述した立法事務担当者の発言が意味をもってくる。 
 しかし，どのような立法でも，いったん制定されてか

ら，その具体的事例につきその法令の適用が問題にな

るまでには，程度の差はあるものの，時間的な隔たり

を生じるのである。そこで，ここから三つの考え方に

分かれる余地がある。①当該法規の立法当初の趣旨に

照らすと，当面する問題につき，どのように考えるの

が妥当かという見方である。②当該法規の立法当初の

趣旨に照らして現在の時点で考えると，どのように考

えるのが妥当かという見方である。①は，判断の基準

時を立法当初に設定しているのに対し，②は，判断の

基準時を現在に設定している点で異なっている。③現

実に具体的な事案が発生している現在時を基準時とし

て考えると，当該法規にどのような意味を持たせるこ

とが最も妥当かという考え方である。③が最も相当で

ある。 
17 『グループ企業における知的財産権の活用に関する課

題調査研究報告』（委員長梅本吉彦）（財団法人知的

財産研究所・平成14年）117頁。梅本吉彦『民事訴訟

法・第4版（第3刷）』（信山社・平成25年）153頁注4。 
18 わが国のA会社において，創作発明を行った従業員か

ら特許部に対し，特許出願の要請をしたところ，わが

国の特許庁ではたとえ出願しても登録に至ることがで

きるか疑義があるが，B国では出願登録が可能と見込

まれる場合に，B国にあるA会社の子会社C社に「特許

を受ける権利」を譲渡することがある。それは，B国に

おいてC社が特許出願し登録に至ることは，ステイタ
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スシンボルとしての意義が認められ，営業戦略上も

種々の面で有益であるという想定の上に譲渡されるよ

うである。もっとも，親会社が子会社に対して「特許

を受ける権利」を譲渡すること自体が異例であるが，

そうした譲渡においては，再譲渡禁止等の特約が付さ

れる。 
19 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成20年特許

法等の一部改正・産業財産権法の解説』（発明協会・

平成20年）25頁以下参照。この法改正に先立ち，特許

庁は，前年に「特許を受ける権利」に関する見解を公

表している。特許庁「特許を受ける権利の移転等に係

る登録制度」（平成19年10月）参照。 
20 兼子=染野・注13前掲23頁。なお，特許庁・注15前掲

は，本条項の立法趣旨について一切言及していない。 
21 飯島・注9前掲83頁。 
22 中山信弘編『注解特許法〔第3版〕上巻』（青林書院・

平成12年）313頁〔中山信弘〕。羽柴隆「特許を受ける

権利の質入について」小野木常先生・齋藤秀夫先生還

暦記念『抵当権の実行・下』（有斐閣・昭和47年）386
頁は，裁判官であった立場から，特許法33条2項は，

廃止すべきであるとして，その理由を詳細に論述して

いる。 
23 裁判官の立場から，鈴木忠一=三ケ月章=宮脇幸彦編

『注解強制執行法（2）』（第一法規・昭和60年）128
頁〔上谷清〕，鈴木忠一=三ケ月章編『注解民事執行法

（4）』（第一法規・昭和60年）208頁〔小倉顕〕，香

川保一監修『注釈民事執行法5』429頁〔宇佐見隆男〕。

執行官の立場から，浦野雄幸編『基本法コンメンター

ル・民事執行法［第6版］』403頁〔森猛=渡辺秀男〕。

後者は，独創性の尊重を強調する点に特徴がある。研

究者についてみると，中野貞一郎『民事執行法〔増補

新訂6版（第2刷）〕』（青林書院・平成23年）621頁は，

文化政策的考慮を理由としており，注目される視点で

ある。 
24 現代社会において動産執行は債権者の金銭的満足を得

るという趣旨からはあまり多くを期待されてなく，ま

た債権の一部でも満足を得るという意図よりも，むし

ろ債務者を間接的に強制して最終的な履行を促す点に

重点があるとされている。例えば，上谷清「新しい動

産執行の諸相」竹下守夫=鈴木正裕編『民事執行法の基

本構造』（西神田編集室・昭和56年）420頁。その背景

には，社会生活をとりまく環境の著しい変容がある。

そうであれば，差押禁止動産の対象についての現行規

定は，はたして妥当であるか再検討する余地があろ

う。 
25 その点で，中野教授の見解に共感する。中野・注23前

掲621頁参照。民事執行法131条12号につき，阿部・注

7前掲26頁は，沿革に溯って詳細な検討を加え，その

上で，同条項から「発明」の部分を除き，未公表著作

物のみを差押禁止動産とする方向で制限的に解釈して

ゆくのが，社会の実態との関係で適切であると主張し

ているのが，注目される。 
26 もっとも，社内規則が存する場合は，あらためて発明

者の同意の意思表示を要しないという考え方も有力に

主張されているが（例えば，吉田広志「職務発明にお

ける諸問題」特許研究No.37（平成16年）31頁，同「職

 

 

務発明に関する裁判例にみる論点の研究」田村善之=山
本敬三編『職務発明』（有斐閣・平成17年）52頁），

特許法35条2項に照らし，疑問である。なお，譲渡証

の提出を含む権利の承継一般につき，飯塚卓也編著

『徹底解析職務発明―職務発明をめぐる紛争の分析か

ら制度設計まで―』別冊NBL/No.105（平成17年）96頁
〔三好豊〕参照。知的財産高判平成22年2月24日判例時

報2102号98頁は，Ｘ社が就業規則に基づき従業員訴外

Ａから特許を受ける権利の譲渡を受けた発明につき，

ＡがＸ社を退職してＹ社に入社し，同社に特許を受け

る権利を譲渡し，Ｙ社が特許出願したところ，Ｘ社か

らＹ社に対し特許を受ける権利の確認請求訴訟を提起

した事案につき，Ｙ社は背信的悪意者に当たるとして

請求を認容する。法律構成については，検討の余地が

残されているが，注目される裁判例である。 
27 特許手続における事実実験公正証書の機能と役割につ

いては，梅本吉彦「知的財産権と証拠の保全」知的財

産研究所5周年記念論文集『知的財産の潮流』（信山社・

平成7年）67頁参照。特許庁においても，先使用権の立

証のための方策として，同様の認識が見られる。特許

庁「先使用権制度の円滑な活用に向けて―戦略的なノ

ウハウ管理のために―」（平成18年6月）。 
28 差押えの効力を論じると，冒認特許との関係が問題に

なる。この問題は，見方を変えれば，特許を受ける権

利から特許出願し特許登録が認められた者と，冒認特

許の結果としての特許権者との対抗関係はどうなるか

という問題になる。最判（三小）平成13年6月12日民集

55巻4号793頁は，特許出願をした特許を受ける権利の

共有者の一人から同人の承継人と称して特許権の設定

登録を受けた無権利者に対する当該特許権の持分の移

転登録手続請求を認容すべしとした。そこで，冒認特

許につき，後日真の特許権を登録した者は，冒認特許

権者に対して特許権の移転請求できると解されていた。

その後，平成23年の特許法一部改正（平成23年法律第

63号）により移転請求権が認められるに至った（法74
条）。特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成23
年特許法等の一部改正・産業財産権法の解説』（発明

協会・平成23年）44頁以下参照。この問題を中心に詳

述するものとして，君嶋祐子「冒認出願・共同出願違

反における真の権利者の取戻請求権―平成23年改正特

許法における特許を受ける権利に基づく特許権移転請

求権―」特許研究No.52（平成23年）32頁は，極めて示

唆に富む。 
 しかし，平成23年の特許法の一部改正によって問題が

すべて解決されたわけではない。それでは，特許を受

ける権利の対象となっている発明と冒認特許の結果と

して特許権の対象となっている発明とは同一か否かを

どう特定するのかが問題になる。本稿では，問題の所

在を指摘するに止める。 
29 最高裁判所事務総局民事局『条解民事執行規則（第3

版）』（司法協会・平成19年）490頁。 
30 結論において，高安・注8前掲85頁も同旨。したがっ

て，執行裁判所は，日本弁理士会等との提携により，

円滑かつ公正な評価作業が遂行される態勢を構築する

必要がある。 
31 高安・注8前掲85頁。 
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32 実定法学においては現象的考察があってはじめて，機

能的な考察が活きてくるのである。事実から理論が生

まれるのであって，理論から事実が生まれるわけでは

ない。従来の民事訴訟法学は，このような現象的考察

を単なる資料の提供にすぎないとして，機能的考察と

いう理論構成と比較して軽視する傾向がある。梅本吉

彦「強制執行の抑制の合意―不執行の合意を中心に―」

専修法学論集創刊100号記念号（平成19年）53頁，同「訴

権論の構造と展開―学説の体系性と整合性―」ジュリ

スト1425号（平成23年）43頁参照。 
33 ノウハウは継続して蓄積され，育成され，発展して行

くものである。それによって，継続的企業価値として

事業戦略上に有為な意義のある地位を確保するのであ

る。ノウハウについては，秘匿することの現実性を考

慮する必要がある。例えば，流通の対象となるものは

秘匿することが困難である。また，方法の発明につい

ては，自社の工場内の秘密が保持可能であれば，長い

期間事実上の独占が見込める可能性はあり得る。 
  OEMやODMによる生産をはじめ，委託生産等自己の

支配下を離れた場所で生産活動が実施される場合は，

ノウハウが漏洩する危険が高いといえる。また，海外

に工場を建設し，そこで従業員を採用し，雇用する場

合には，現地採用の者がノウハウを漏らすおそれがあ

るので，ノウハウのままでは，地理的活動範囲が制約

されることになる。 
 また，ノウハウは，企業会計において資産評価できな

いわけではないが，財務諸表に計上することは困難に

なる。仮に資産評価できないとなると，ノウハウが侵

害された際の損害を評価することが不可能になってし

まう。もっとも，職務発明における評価ついて，裁判

所は特許権の取得を前提としているきらいがあるので，

ノウハウについての貢献度を経済的に評価することは

必ずしも容易ではなくなる。なお，大隅健一郎「ノ

ウ・ハウとその譲渡」小町谷先生古稀記念『商法学論

集』（有斐閣・昭和39年）1頁は，同論文が刊行されて

から半世紀を経た現在でも，示唆に富む優れたもので

ある。 
34 筆者と同様の考え方をするものとて，君嶋祐子「発明

に対する財産権としての発明権―特許を受ける権利，

特許権の実体―」日本工業所有権法学会年報34号（平

成22年）243頁・特に251頁参照。 
35 クラウド・コンピューティングについては，寺本振透

編集代表・西村あさひ法律事務所著『クラウド時代の

法律実務』（商事法務・平成23年）が詳細に論述して

いて，有益である。もっとも，強制執行については，

取り上げていないようである。 
36 これを「情報の保管システムの多重系」という。 
37 包括執行においては，別の問題を生じ，ノウハウが破

産財団を構成するかという点については，問題がある。

破産財団を構成すると考えると，破産管財人はその価

値を評価し，債権者に公表しなければならなくなる。

それは，検証を可能にしなければならないので，当然

のことである。しかし，そうなると，ノウハウの価値

は著しく低下することになるのではないかと懸念され

る。さらに，ノウハウは何についているのかが問題で

ある。医薬品業界では，医薬品の成分は特許発明の対

 

 

象となる。しかし，医薬品の製造方法については，ノ

ウハウが多数あるといわれている。秘密管理性が高い

ので，秘密管理の方法によって特定して差し押さえる

ことが可能ではないかと見込まれる。 
38 国税徴収法においては，現在でも，無体財産権という

用語を使用し，同法72条1項の規定により差し押さえ

る財産は，第三債務者等がない財産であり，本稿本文

に述べている9つの財産がこれに該当するとしている。

国税徴収基本通達72条関係1参照。 
39 滞納者である知的財産権（無体財産権）の所有者に対

する関係においては，差押書を滞納者に送達すること

によって差押えの効力が発生するので，たとえ差押え

の登記がされても，滞納者に差押書が送達されない場

合には，差押えの効力は生じないとされる。塚田利彦

編著『平成25年度・国税徴収法基本通達逐条解説』（大

蔵財務協会・平成25年）735頁参照。 
40 戦後の新国税徴収法の立法に参画した三ケ月教授が，

筆者とは異なる視点から，見積価額制度を中心に公売

制度の在り方につき，同法の立法当初から論述してい

たことが注目される。三ケ月章「強制執行と滞納処分

の統一的理解（1）―新国税徴収法の評価と強制執行法

の再検討―」法学協会雑誌76巻5号（昭和35年）〔同『民

事訴訟法研究・第2巻』（有斐閣・昭和37年）146頁以

下〕参照。 
41 吉国二郎=荒井勇=志場喜徳郎共編『平成21年改訂・国

税徴収法精解』（大蔵財務協会・平成21年）549頁。 
42 著作者は，その著作物でまだ公表されていないものを

公衆に提供又は提示する公表権を有するとされるが

（著作権法18条），この公表権は財産権ではないので，

差押えをすることはできない。吉国他・注41前掲書

582頁。 
43 「知的財産政策に関する基本方針」〔平成25年6月7日

閣議決定〕知的財産戦略本部『知的財産政策ビジョン 

知的財産推進計画2013』（平成25年6月・内閣官房）参

照。 
 
 
＊本稿を執筆するに際し，各方面にわたり多くの方々か

ら貴重なご教示を賜った。それらの方々の立場に鑑み，

個々の氏名を上げることは差し控えるが，記して，厚

く御礼申し上げる。 
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